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重要事項説明書 デイサービス つどい (通所介護) 

【重要事項説明書別紙】 

（令和７年２月１日より適用） 

１． 利用料金  

※端数切り上げ、切り捨てにより誤差生じます。 

（１）７時間以上８時間未満 

算定項目 １日あたりの 

利用料金 

介護保険適用時の自己負担額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

基本分 要介護１ ６，６７２円 ６６８円 １，３３５円 ２，００２円 

基本分 要介護２ ７，８７９円 ７８８円 １，５７６円 ２，３６４円 

基本分 要介護３ ９，１２６円 ９１３円 １，８２６円 ２，７３８円 

基本分 要介護４ １０，３７３円 １，０３８円 ２，０７５円 ３，１１２円 

基本分 要介護５ １１，６４１円 １，１６５円 ２，３２９円 ３，４９３円 

加算分 入浴 ４０６円 ４１円 ８２円 １２２円 

 

 

（２）４時間以上５時間未満（１２：００～１６：０５利用の方） 

算定項目 １日あたりの 

利用料金 

介護保険適用時の自己負担額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

基本分 要介護１ ３，９３４円 ３９４円 ７８７円 １，１８１円 

基本分 要介護２ ４，５０２円 ４５１円 ９０１円 １，３５１円 

基本分 要介護３ ５，０９０円 ５０９円 １，０１８円 １，５２７円 

基本分 要介護４ ５，６７８円 ５６８円 １，１３６円 １，７０４円 

基本分 要介護５ ６，２５６円 ６２６円 １，２５２円 １，８７７円 

加算分 入浴 ４０６円 ４１円 ８２円 １２２円 

 

２．加算料金 

（１）介護現場で働く方の処遇改善を行い、人材確保に努めるための加算 

   介護職員等処遇改善加算Ⅱ 総サービス費の９％を加算 

 

（２）入浴・シャワー浴を実施した場合、入浴介助加算（４１円／回）を加算させていただきます。 

（３）科学的介護推進体制加算（４１円／月）を加算させていただきます。 

  ※厚生労働省が重視する自立支援・重度化防止を目的として、より効果のある介護サービスの

提供を実現するために、利用者全員の基本情報を提出し、フィードバックを受けてサービス

の質の評価・向上を図る体制を構築する取り組みをしている場合に加算されます。 

（４）個別機能訓練加算Ⅰ－イ（５７円／回）と個別機能訓練加算Ⅱ（２１円／月）を加算させて

いただきます。 

  ※個別機能訓練加算Ⅰ－イは、機能訓練指導員が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った

機能訓練について算定します。個別機能訓練ⅡはⅠ－イに関して個別機能訓練計画等の内容

を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けている場合に加算されます。 

（５）送迎の減算について 

   居宅とデイサービスつどいとの間の送迎を行わない場合は、片道につき４８円を自己負担額

より減算させていただきます。 
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３．介護保険対象外金額について（税込）  

（１）昼食代 ：１食につき７８０円 

（２）おやつ代：５０円 

（３）おむつ代：紙おむつ 1枚１００円、パッド１枚５０円  

（４）通常の送迎の実施地域以外からの送迎 

   ・通常の送迎の実施地域の境界線から１ｋｍあたり５０円として計算した額 

（５）その他 

・その他日常生活に要する費用 

・経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあ

ります。その場合は、事前に変更の内容について説明いたします。 

 

４．キャンセル料 

   利用者側の都合で利用を中止する場合、下記のキャンセル料が必要です。 

ご利用日の午前８時までにご連絡いただいた場合 無 料 

ご利用日の午前８時までにご連絡いただかなかった場合 １０００円 

  ※ 連絡できなかったことに相当な理由があると認める場合は、この限りではありません。 


